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 十複監査第 33 号   

令和５年３月 27 日   

 

 

 十勝圏複合事務組合 

 組合長  米 沢 則 寿 様 

 十勝圏複合事務組合議会 

 議 長  有 城 正 憲 様 

 

 

十勝圏複合事務組合      

監査委員  川 端 洋 之  

監査委員  飯 田 晴 義  

 

 

   定期監査の結果に関する報告書の提出について 

 

 

 地方自治法第 292 条の規定により準用する同法第 199 条第４項の規定に基づき実施

した令和４年度定期監査について、同条第９項の規定により、その結果に関する報告

書を提出します。 
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定 期 監 査 報 告 書 
 

 地方自治法第 292 条の規定により準用する同法第199 条第４項の規定に基づく定期監査

について、十勝圏複合事務組合監査基準に準拠し、次のとおり実施した。 

 

第１ 監査の項目 

   備品の管理・活用状況について 

 

第２ 監査の実施期間 

   令和４年 11月 30 日から令和５年３月 23日まで 

 

第３ 監査の目的 

   財産として有効な活用が求められる備品について、管理・活用状況を監査し、適正

な事務の執行に資することを目的とした。 

 

第４ 監査の着眼点 

１ 取得目的に沿った活用がされているか 

２ 活用頻度はどうなっているか、遊休備品となっていないか 

３ 保管方法及び保管場所は適切か 

 ４ 取得・処分に係る手続及び処分の方法は適切か 

 

第５ 監査の対象部局及び範囲、方法 

 １ 対象部局 

   総務課、帯広高等看護学院、十勝教育研修センター、十勝市町村税滞納整理機構、 

  くりりんセンター、十勝川浄化センター 

 

２ 範囲 

  ア 令和４年 10月 31 日現在保有している備品 

  イ 令和４年４月１日から令和４年 10 月 31 日までの間に取得、廃棄又は売却があ

った備品 

  

３ 方法 

   監査を行う備品については抽出を行い、対象課から帳簿等の関係書類の提出を求

め、これらの書類を調査するとともに必要に応じて現物の実地確認や関係職員から

説明を受けるなどの方法により監査を行った。 
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第６ 監査の結果 

備品の管理・活用状況について、監査を実施した結果、適正に執行されており、

本報告書に特記すべき事項はなかった。 

 

第７ 監査の結果に関する意見 

監査の結果、備品の管理・活用につきましては、全体を通して適正に行われている

ことを確認しました。 

今後とも、備品は貴重な財産であるという認識のもと、常に良好な状態で管理し、 

取得目的に沿って有効に活用されますことを期待いたします。 
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【資料】 

 

１ 備品の保有状況 

   

 

２ 備品の活用状況 

   

 

 ○備品 

   十勝圏複合事務組合運営に関する規則第５条により準用する、帯広市会計規則第

112 条第１項第１号により、その性質又は形態を変えることなく比較的長期にわたり

継続使用できるもので、購入価格又は取得時における評価額が 10 万円以上のもの。 

     

監査対象件数 全体件数 構成比（％）

庁用器具 2 119 37.5

事務用器具 1 3 1.0

諸機械 3 30 9.5

製図測定用機械 0 9 2.8

医療試験研究 6 35 11.0

調理、冷暖房器具 1 17 5.4

消防用器具 0 0 0.0

寝具、被服 0 12 3.8

工具 0 1 0.3

標本、見本 2 36 11.4

装飾、娯楽体育用具 3 41 12.9

儀式用具類 0 0 0.0

車両 0 2 0.6

諸器具 2 12 3.8

20 317 100.0

（注１）備品の保有は、令和4年10月31日現在の状況である。

（注２）備品の区分は、十勝圏複合事務組合運営に関する規則第5条により準用

　　　する、帯広市会計規則第112条第2項（物品整理区分表）の分類による。

区　分

物
品
整
理
区
分

合　計

監査対象件数構成比（％）

ほぼ毎日使用 3 15.0

月数回使用 1 5.0

年数回使用 9 45.0

常設・展示 2 10.0

使用実績のないもの 4 20.0

その他（夏期のみ） 1 5.0

20 100.0

（注１）備品の使用実績は、令和4年4月1日から同年10月31日までの状況である。

区　分

使
用
実
績

合　計



 

- 4 - 

【監査対象備品一覧】 

 

 

No. 取得日 所在場所

1 125,774 H8.3.19 くりりんセンター(所管:総務課)

2 369,770 H7.11.30 帯広高等看護学院

3 101,200 H11.7.27 帯広高等看護学院

4 259,999 H17.5.24 帯広高等看護学院

5 140,700 H21.2.6 帯広高等看護学院

6 115,500 H13.8.2 帯広高等看護学院

7 291,900 H24.6.4 帯広高等看護学院

8 550,000 R4.9.8 帯広高等看護学院

9 500,000 S46.9.30  十勝教育研修センター

10 115,000 S62.10.1  十勝教育研修センター

11 1,494,324 H7.3.20  十勝教育研修センター

12 575,400 H9.6.20  十勝教育研修センター

13 191,352 H19.4.1  十勝市町村税滞納整理機構

14 146,104 H8.3.19 くりりんセンター

15 1,236,000 H8.3.19 くりりんセンター

16 305,704 H8.9.25 くりりんセンター

17 7,945,420 H8.9.30 くりりんセンター

18 479,000 S63.5.6  十勝川浄化センター

19 829,500 H13.6.8  十勝川浄化センター

20 915,200 R4.9.20  十勝川浄化センター

品名 金額(円)

サイドボード

エアロバイク

教材用ビデオ

アルミ製ハイローストレッチャー

電動式低圧吸引機

筋肉モデル

人工呼吸器

老年看護実習モデル人形

絵画「阿蘇山」

デジタルシンセサイザー

集塵機

ルームエアコン

シュレッダー

ビデオデッキ

ビジュアルプレゼンター

ベンチ（２方向）

自動採水器

天蓋付コンテナ

自走式草刈機

顕微鏡カラーテレビカメラシステム


